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EUの続く試練―コロナ危機下で不透明感を増す BREXIT 
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本年に入り、外生的な新型コロナウイルス危機が世界を覆い EU各国も経済活動の落

ち込みが著しい。2008 年の世界経済金融危機のあと発生したユーロの危機は、幸い小

康状態にあるが、他方、英国の EU離脱（BREXIT）後の EUと英国の関係についての協

議の帰趨が EUの差し迫ったもう一つの試練として浮かび上がってきた。 

まずかつてユーロの危機の起点となった、ギリシャについてみると、昨年 7 月のギリ

シャ総選挙では、チプラス政権が、同政権の経済・財政に対する基本方針の再三のぶれ

をギリシャ国民から批判されて敗北した。2015 年 1 月の前回選挙で、既存政治の打破

を訴える左派ポピュリストの新星として登場したチプラス氏は「反緊縮」を掲げて勝利

し、その後、2015年夏に財政危機に陥ると態度を一変して緊縮に転じ、昨年にはまた反

緊縮を唱えて選挙に臨んでいた。総選挙では親 EU、親ビジネスを掲げる中道右派の新

民主主義党が勝利した。そしてその後の緊縮財政の継続が明確となったことで、第 3次

ギリシャ危機、そして再度のユーロの危機への波及は幸い回避されている。 

これに対して、昨年 12 月の英国総選挙では、BREXIT の早期完全実施を約束したボ

リス・ジョンソン新首相が率いる保守党が大勝し、本年 1月末には英国の EU離脱が行

われた。 昨年 10月合意・公開に至った離脱協定の改定案では離脱条件は固まったもの

の、実際に1月末の離脱後のEUとの新たな経済、貿易関係を定める自由貿易協定（FTA）

などの協議は本年の年末までの離脱前の条件が維持される「移行期間中」に行うとされ、

その協議を誠実に速やかに行うとの政治宣言しかなされていない。そのため、本年、協

議が合意に至るか否かは不透明な状況が続いている。 

昨年 10 月の改定案では北アイルランドを含めた英国全土が関税同盟を離脱する一方

で、北アイルランドに限り農作物や工業品の基準や関税手続きを EU 基準に合わせた。

そして 1960 年代から 98年和平合意まで続き、悲惨だった北アイルランド紛争再燃の火

種となる恐れがある物理的な北アイルランド国境付近での関税徴収などの管理を行わ

ないとしている。しかし、これは「連合王国としての英国」の一体性を損なうものとの

基本的な批判に加えて、北アイルランドと英国のその他地域との間でいかに不正を抑え
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て関税を適切に徴収するかなどの詳細な制度設計や通関手続きに必要となる設備など

で移行期間中に課題を残していた。そして、本年 9 月に至り、英国・EUの FTA交渉が

決裂した場合に、北アイルランドを出入りする農作物や工業品について、EU 基準の省

略・撤回を英国単独の判断で行うとの国内法案を、ジョンソン政権が英議会に提出し、

一部修正のうえ、承認されている。これに対して国際的な約束違反とみなして非難が EU

の内外で高まり、FTA交渉も難航している。 

市場は英国の 2016 年 6 月 BREXIT 国民投票後、3 年間の迷走に終わったメイ首相の

後を受けて、昨年 7月登場したジョンソン新政権の BREXIT に向けた明確な意思と EU

との昨年 10 月離脱改定案の合意などをこれまで相応に評価してきた。実際、過去 5 年

の中長期でみて低落傾向が続いてきた英ポンドの対ドル為替相場は、2019 年 8 月の底

値 STG£＝$1.21より 2019 年 12月のピーク$1.33の水準まで盛り返した。しかしこの将

来に向けた協議の不透明感を反映して、その後、英ポンドの対ドル為替相場は上下に大

きく振れる不安定な動きをみせ、本年 10月には$1.29 前後まで弱含んでいる。 

今後の英ポンドの対ドル相場についてみると、本年の年末までに将来の制度設計が定

まらないまま、「合意なき離脱」と似た状態に墜いることとなれば、大きな対ドル下落

を英ポンドにもたらそう。これを回避するための「移行期間」の延長は、本年 6月末ま

でに英国・EUの合同委員会で採択する必要があったが、すでに見送られて、できない。

そして英国にとって「主権の回復」と引き換えに、海外企業の逃避と欧州地域からの孤

立による英国経済・産業の中長期的衰退を招く懸念が高まっている。また長期にわたる

BREXIT の迷走は EUにとっても政治・経済的な痛手となる。現在の高まる世界経済リ

スク要因の一つとして、注視していかねばならない。 

（IIMAメールマガジンへの寄稿） 
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